
（例月給与）

短期給付

掛金率(/1000) 負担金率(/1000)
一般 船員 一般 船員

産前産後休業者・育
児休業者以外

産前産後休業者・育
児休業者

産前産後休業者・育
児休業者以外

産前産後休業者・育
児休業者

産前産後休業者・育
児休業者以外

産前産後休業者・育
児休業者

産前産後休業者・育
児休業者以外

産前産後休業者・育
児休業者

H30. 4～ 44.51 免除 42.30 免除 44.58 0.07 46.79 0.07 掛金の基礎となる最高限度額(円)

H31. 4～ 43.51 免除 41.50 免除 43.60 0.09 45.61 0.09 一般 船員
R02. 4～ 43.51 免除 41.50 免除 43.62 0.11 45.63 0.11 H 7. 4～ 784,000 784,000
R03. 4～ 43.51 免除 41.47 免除 43.61 0.10 45.65 0.10 H19. 4～ 968,000 968,000
R04. 4～ 43.51 免除 41.55 免除 43.59 0.08 45.55 0.08 H27.10～ 1,210,000 1,210,000
R04. 10～ 48.01 免除 45.84 免除 48.09 0.08 50.26 0.08 H28. 4～ 1,390,000 1,390,000
R05. 4～ 48.01 免除 46.05 免除 48.11 0.10 50.07 0.10
※育児休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで
※産前産後休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

介護保険

掛金率(/1000) 負担金率(/1000)
一般 船員 一般 船員

産前産後休業者・育
児休業者以外

産前産後休業者・育
児休業者

産前産後休業者・育
児休業者以外

産前産後休業者・育
児休業者

産前産後休業者・育
児休業者以外

産前産後休業者・育
児休業者

産前産後休業者・育
児休業者以外

産前産後休業者・育
児休業者

H30. 4～ 5.91 免除 5.91 免除 5.91 免除 5.91 免除 掛金の基礎となる最高限度額(円)

H31. 4～ 6.75 免除 6.75 免除 6.75 免除 6.75 免除 一般 船員
R02. 4～ 7.49 免除 7.49 免除 7.49 免除 7.49 免除 H19. 4～ 968,000 968,000
R03. 4～ 8.90 免除 8.90 免除 8.90 免除 8.90 免除 H27.10～ 1,210,000 1,210,000
R04. 4～ 8.82 免除 8.82 免除 8.82 免除 8.82 免除 H28. 4～ 1,390,000 1,390,000
R05. 4～ 8.00 免除 8.00 免除 8.00 免除 8.00 免除
※育児休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

※産前産後休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

長期給付

(長期)厚生年金保険

掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員 掛金の基礎となる最高限度額(円)

H28. 4～ 86.39 免除 86.39 免除 86.39 免除 86.39 免除 一般 船員
H28. 9～ 88.16 免除 88.16 免除 88.16 免除 88.16 免除 H27. 10～ 620,000 620,000

H29. 9～ 89.93 免除 89.93 免除 89.93 免除 89.93 免除 R2.9～ 650,000 650,000

H30. 9～ 91.50 免除 91.50 免除 91.50 免除 91.50 免除
※育児休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

※産前産後休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

(長期)基礎年金公的負担

掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員 掛金の基礎となる最高限度額(円)

H28. 4～ 37.7 37.7 37.7 37.7 一般 船員
H30. 4～ 39.0 39.0 39.0 39.0 H27. 10～ 620,000 620,000

H31. 4～ 39.7 39.7 39.7 39.7 R2.9～ 650,000 650,000

R02. 4～ 40.0 40.0 40.0 40.0
R04. 4～ 41.6 41.6 41.6 41.6
R05. 4～ 40.9 40.9 40.9 40.9

(長期)公務等給付負担金
掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者 掛金の基礎となる最高限度額(円)

H30. 4～ 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 一般 船員
H31. 4～ 0.1098 0.1098 0.1098 0.1098 H27. 10～ 620,000 620,000

R02. 4～ 0.1033 0.1033 0.1033 0.1033 R2.9～ 650,000 650,000

R03. 4～ 0.1001 0.1001 0.1001 0.1001
R04. 4～ 0.1105 0.1105 0.1105 0.1105
R05. 4～ 0.0990 0.0990 0.0990 0.0990

(長期)年金払い退職給付

掛金率(/1000) 負担金率(/1000) 掛金の基礎となる最高限度額(円)

一般 船員 一般 船員
一般 船員

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者 H27. 10～ 620,000 620,000

H27. 10～ 7.5 免除 7.5 免除 7.5 免除 7.5 免除 R2.9～ 650,000 650,000

H28. 4～ 7.5 免除 7.5 免除 7.5 免除 7.5 免除

追加費用 事務費 特定健診費

厚生年金率(/1000) (円) (円)
義務教育職員 その他教職員 義務教育職員 その他教職員

H30年度 45.5 27.6 5.4 3.3 H30年度 8,950 H30年度 198
H31年度 43.3 26.0 4.5 2.5 H31年度 7,770 H31年度 186
R02年度 31.9 16.8 2.5 1.3 R02年度 8,210 R02年度 186
R03年度 29.3 16.3 2.2 1.9 R03年度 8,210 R03年度 176
R04年度 29.0 16.3 2.2 1.8 R04年度 8,210 R04年度 117
R05年度 24.7 15.9 2.2 1.6 R05年度 6,746 R05年度 112

公立学校共済組合　掛金・負担金率等一覧（05.4.1現在）

経過的長期率(/1000)



（期末・勤勉手当、寒冷地手当）

短期給付
掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員
産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

H30. 4～ 44.51 免除 42.30 免除 44.58 0.07 46.79 0.07 掛金の基礎となる最高限度額(円)

H31. 4～ 43.51 免除 41.50 免除 43.60 0.09 45.61 0.09 一般 船員
R02. 4～ 43.51 免除 41.50 免除 43.62 0.11 45.63 0.11 H15. 4～ 2,000,000 2,000,000

R03. 4～ 43.51 免除 41.47 免除 43.61 0.10 45.65 0.10 H19. 4～ 5,400,000 5,400,000

R04. 4～ 43.51 免除 41.55 免除 43.59 0.08 45.55 0.08 H28. 4～ 5,730,000 5,730,000

R04. 10～ 48.01 免除 45.84 免除 48.09 0.08 50.26 0.08 ※H19.4～年度累計額

R05. 4～ 48.01 免除 46.05 免除 48.11 0.10 50.07 0.10

※掛　金・負担金：同一月に支給される期末手当等の合計額の1,000円未満を切り捨てた額に率を乗じる
※育児休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで
※育児休業者か否かは支給月末現在で判断する
※産前産後休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

介護保険
掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員
産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

H30. 4～ 5.91 免除 5.91 免除 5.91 免除 5.91 免除 掛金の基礎となる最高限度額(円)

H31. 4～ 6.75 免除 6.75 免除 6.75 免除 6.75 免除 一般 船員
R02. 4～ 7.49 免除 7.49 免除 7.49 免除 7.49 免除 H15. 4～ 2,000,000 2,000,000

R03. 4～ 8.90 免除 8.90 免除 8.90 免除 8.90 免除 H19. 4～ 5,400,000 5,400,000

R04. 4～ 8.82 免除 8.82 免除 8.82 免除 8.82 免除 H28. 4～ 5,730,000 5,730,000

R05. 4～ 8.00 免除 8.00 免除 8.00 免除 8.00 免除 ※H19.4～年度累計額

※掛　金・負担金：同一月に支給される期末手当等の合計額の1,000円未満を切り捨てた額に率を乗じる
※育児休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで
※育児休業者か否かは支給月末現在で判断する
※産前産後休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

(長期)厚生年金保険
掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員
産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

H28. 4～ 86.39 免除 86.39 免除 86.39 免除 86.39 免除
H28. 9～ 88.16 免除 88.16 免除 88.16 免除 88.16 免除
H29. 9～ 89.93 免除 89.93 免除 89.93 免除 89.93 免除 掛金の基礎となる最高限度額(円)

H30. 9～ 91.50 免除 91.50 免除 91.50 免除 91.50 免除 一般 船員

※掛金(保険料)・負担金：同一月に支給される期末手当等の合計額の1,000円未満を切り捨てた額に率を乗じる H27. 10～ 1,500,000 1,500,000

※育児休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで
※育児休業者か否かは支給月末現在で判断する
※産前産後休業者適用：免除の申し出をした日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで

(長期)基礎年金公的負担
掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員
産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

H30. 4～ 39.0 39.0 39.0 39.0
H31. 4～ 39.7 39.7 39.7 39.7 掛金の基礎となる最高限度額(円)

R02. 4～ 40.0 40.0 40.0 40.0 一般 船員
R04. 4～ 41.6 41.6 41.6 41.6 H27. 10～ 1,500,000 1,500,000

R05. 4～ 40.9 40.9 40.9 40.9

(長期)公務等給付負担金
掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員
産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

H30. 4～ 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035
H31. 4～ 0.1098 0.1098 0.1098 0.1098
R02. 4～ 0.1033 0.1033 0.1033 0.1033 掛金の基礎となる最高限度額(円)

R03. 4～ 0.1001 0.1001 0.1001 0.1001 一般 船員
R04. 4～ 0.1105 0.1105 0.1105 0.1105 H27. 10～ 1,500,000 1,500,000

R05. 4～ 0.0990 0.0990 0.0990 0.0990

(長期)年金払い退職給付
掛金率(/1000) 負担金率(/1000)

一般 船員 一般 船員 掛金の基礎となる最高限度額(円)

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者

産前産後休業者・
育児休業者以外

産前産後休業者・
育児休業者 一般 船員

H27. 10～ 7.5 免除 7.5 免除 7.5 免除 7.5 免除 H27. 10～ 1,500,000 1,500,000

H28. 4～ 7.5 免除 7.5 免除 7.5 免除 7.5 免除
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